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令和３年３月（第１１回）教育研究評議会議事要旨

日 時 令和３年３月１７日（水）１３：２５～１４：０２ 

場 所 本部棟第一会議室（ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を併用）

出席者 ３５／３５ 

欠席者 なし 

○ 前回議事要旨の確認

令和３年２月開催（第１０回）の議事要旨（案）について，原案のとおり承認された。

○ 議事

１ 審議事項 

（１）諸規則の改正について 

【規則】 

① 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則

② 国立大学法人岡山大学におけるスペースの有効活用に関する規則

③ 岡山大学総括副学長及び副学長に関する規則

高橋理事から，資料１に基づき，①令和３年度から導入予定の５０分授業への移行

に伴う非常勤講師教育推進手当の新設（３年間の時限措置）及び平成２８年度導入の

６０分授業・４学期制に伴い時限措置で支給していた非常勤講師授業開発改善手当の

廃止，②施設マネジメント推進のため全学共同利用スペースの拠出方法の変更，及び

③上席副学長の設置のため，関係規則の一部を改正し，令和３年４月１日から施行し

たい旨提案理由の説明及び提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

（２）令和３年度 年度計画について 

高橋理事から，資料２に基づき，令和３年度の年度計画（案）の概要について，岡

山大学ビジョン2.0を踏まえ，かつ第４期中期目標・中期計画の策定に繋がるように

整理したこと，具体的取組等は別記し端的な計画案としたことが昨年度からの変更点

である旨説明と提案があり，審議の結果，原案のとおり承認された。なお，文言等の

最終調整については，学長に一任することとなった。 

（３）岡山大学名誉教授称号授与について 

学長から，資料３に基づき，（「名誉教授選考調書」は会議終了後回収）に基づき，

名誉教授の称号授与について審議願いたい旨提案があり，審議の結果，各部局長等か

ら推薦のあった２０名の方々に対し，令和３年４月１日付けで岡山大学名誉教授の称

号を授与することが承認された。 

（４）総合的な人事基本方針の策定について 
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高橋理事から，資料４に基づき，先日公表した「国立大学法人ガバナンス・コード」

にかかる適合状況等に関する報告書に令和２年度中に策定予定と記述している「総合

的な人事方針」を定めることとしたいこと，及びその概要としては，この方針が教員・

職員の適切な年齢構成の実現，性別・国際性・障がいの有無等の観点でのダイバーシ

ティの確保を含めたものを策定すべきとされていることから，その趣旨を基本目標に

掲げるとともに，人材確保においても具体的な方針として明記し，その他人材育成や

人事評価の方針を加えたものである旨説明及び提案があり，審議の結果，原案のとお

り承認された。 

 

（５）学部３ポリシーの改定について 

佐野理事から，資料５に基づき，来年度大学機関別認証評価の受審に向けた学部３

ポリシーの改定をすることとしたいこと，また，ディプロマポリシーの冒頭部分を全

体的に統一した記述とするよう修正をした旨説明及び提案があり，審議の結果，原案

のとおり承認された。 

 

（６）岡山大学における学生支援方針について 

佐野理事から，資料６に基づき，来年度認証評価を受審することもあり，学生支援

方針を策定することとしたい旨提案があり，坂入全学教育・学生支援機構教授から，

本方針案は，他大学の方針を参考とし，これまで実施してきたことを方針としたもの

である旨補足説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

 

（７）学生の懲戒処分について 

佐野理事から，資料７（机上配付資料）に基づき，学生の懲戒処分（１件）を実施 

した旨報告があり，続いて，関係部局長から，事案の概要等について補足説明があり，

審議の結果，原案のとおり承認された。 

 

２ 報告事項 

（１）役員執行部体制について 

学長から，資料８に基づき，令和３年度の執行部体制の概要について報告があった。 

 

３  その他 

（１）次回開催日について 

次回は，４月２１日（水）１３時３０分から開催することとなった。 

 

以 上  
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日 時 

回答数 

　　　令和３年３月持ち回り（第１２回）教育研究評議会議事要旨 

令和３年３月１８日（木）～３月１９日（金） 

３７／３７ 

○ 議事

１ 審議事項 

（１）諸規則の改正について 

【規則】 

① 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則

３月１７日（水）開催の本会議において，標記規則の一部改正について承認

されたが，標記一部改正案の根拠となる今後の人件費の試算に誤りがあったこと

が判明したため，予算確保の見込みに合わせて計画を再考する必要があることから，

非常勤講師教育推進手当の支給は，「令和３年３月３１日まで」の時限とすることし

たい旨提案があり，持ち回りにて審議の結果，了承された。また，特にこれに対す

る意見等は出されなかった。なお，本件については，３月の経営協議会及び役員会

に諮ることとなった。 

以 上 
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